
あなたの地区の避難場所及び避難所 

令和元年 3月 現在 

1 一時避難場所一覧 

※1 津波警報レベル 10mの浸水想定区域内に位置する一時避難所は利用不可とした。  

※2 佐久間川、保田川、大六川周辺の低地に位置する「一時避難場所」は利用不可とした。 

※3 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）、土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）、土砂災害危険

箇所（地すべり危険箇所、土石流危険箇所）内に位置する「一時避難場所」は利用不可とした。 

 

 広域避難場所及び避難所の指定 

町は、被災者を滞在及び収容させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者を受け

入れることが可能な構造または設備を有する施設を広域避難場所及び避難所として指定する。広域

避難場所及び避難所は、災害救助物資等の輸送が比較的容易な場所にある施設とし、施設管理者の

同意を得た上で、あらかじめ指定し町民への周知徹底を図る。 

町は、広域避難場所及び避難所を指定または取消したときは、県に通知するとともに公示する。 

 

 

 
番号 収容所名 区域 避難可能人員 

利用の可否 

地震 津波※1 洪水※2 土砂災害※3 

一 

 

時 

 

避 

 

難 

 

場 

 

所 

1 存林寺境内 保田地区  273 ○ ○ ○ ○ 

2 保田総合センター 保田地区  548 ○ ○ ○ ○ 

3 保田神社境内 保田地区  390 ○ ○ × ○ 

4 妙本寺境内 大六、吉浜地区  454 ○ ○ ○ ○ 

5 
葛飾区立保田 

しおさい学校 
大六、吉浜地区  758 ○ ○ ○ ○ 

6 神明神社境内 竜島地区   86 ○ ○ ○ ○ 

7 加茂神社 保田地区  340 ○ × × ○ 

8 法福寺境内 勝山地区  301 ○ × ○ × 

9 加知山神社境内 〃  213 ○ × ○ ○ 

10 内宿青年館 〃   43 ○ ○ ○ × 

11 熊野神社境内 本郷地区   82 ○ ○ ○ ○ 

12 岩井袋運動場 岩井袋地区 6,698 ○ ○ ○ ○ 

13 ＪＲ安房勝山駅 竜島地区  343 ○ × ○ ○ 

14 竜島集落センター 〃  424 ○ ○ ○ ○ 

15 
小保田コミュニテ

ィセンター 
小保田地区   59 ○ ○ ○ ○ 

16 
足立区鋸南自然の

家 
大帷子地区 2,096 ○ ○ ○ ○ 

17 東京都勝山学園 両向地区 1,110 ○ ○ ○ ○ 

18 
城西大学鋸南 

セミナーハウス 

両向、田町、本郷

地区 
1,230 ○ ○ ○ ○ 

19 
田子コミュニティ

センター 
〃   43 ○ ○ ○ ○ 

20 山田集会所 〃   13 ○ ○ ○ ○ 



 

 

 

 

 

2 広域避難場所及び避難所一覧 

 
番号 避難所名 区  域 

避難可能

人員 

収容可能

人員 

利用の可否 

地震 津波※3 洪水※4 土砂災害※5 

 

広 

 

域 

 

避 

 

難 

 

場 

 

所 

 

及 

 

び 

 

避 

 

難 

 

所 

 

１ 
道の駅 

保田小学校 
保田全域 4,604 2,230 ○ ○ ○ ○ 

2 

保健福祉総合

センター 

(すこやか) 

〃 7,572  128 ○ ○ ○ ○ 

3 
鋸東コミュニ

ティセンター 
鋸東地区  703  117 ○ ○ ○ △※6 

4 鋸南小学校 勝山全域 5,595  634 ○ ○ × ○ 

5 鋸南中学校 保田全域 15,026 4,262 ○ ○ ○ ○ 

6 
鋸南海洋 

センター 
勝山地区  679  138 ○ ○ ○ ○ 

7 
旧佐久間 

小学校 
佐久間全域 4,313 1,041 ○ ○ ○ ○ 

8 奥山公民館 奥山地区  181   60 ○ ○ ○ ○ 

9 大崩公民館 大崩地区  242   60 ○ ○ ○ ○ 

10※1 役場本庁 勝山地区 - - ○ ○ × ○ 

11※1 
足立区鋸南 

自然の家 
保田地区 - - ○ ○ ○ ○ 

12※1 
葛飾区立保田

しおさい学校 
保田地区 - - ○ ○ ○ ○ 

13※1 
東京都勝山学

園 
両向地区 1,110 - ○ ○ ○ ○ 

14※1 

城西大学鋸南

セミナーハウ

ス 

両向、田町、

本郷地区 
1,230 - ○ ○ ○ ○ 

※１ 10 役場本庁、11 足立区鋸南自然の家、12 葛飾区立保田しおさい学校、13 東京都勝山学園、 

14城西大学鋸南セミナーハウスは、1~9までの広域避難場所及び避難所で避難者を収容できない 

場合開設することとする。 

※２ 足立区鋸南自然の家を借用の際には、足立区教育委員会学事務課（Tel03-3880-5111）へ連絡す 

ること。 

※３ 津波警報レベル 10mの浸水想定区域内に位置する「広域避難場所及び避難所」は存在しない。 

※４ 佐久間川、保田川周辺の低地に位置する「広域避難場所及び避難所」は利用不可とした。 

※５ 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）、土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）、土砂災害危 

険箇所（地すべり危険箇所、土石流危険箇所）内に位置する「広域避難場所及び避難所」は利用 

不可とした。 

※６ 土砂災害の恐れがある場合は、近隣の小保田コミュニティセンターの使用を優先する。 


